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     代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏     

防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13 条の２第１項の 

規定に基づき報告します。 

原子力事業所の名称 

及 び 場 所 

濃縮・埋設事業所 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮 

防災訓練実施年月日 ２０２０年１２月１日 
２０１９年１１月２６日  ～ 

２０２０年１１月３０日 

防災訓練のために想定

した原子力災害の概要 

地震発生により、六フッ化ウラン

が建屋内外へ漏えいし、原子力災

害対策特別措置法第１５条に至る

事象を想定 

別紙２のとおり 

防 災 訓 練 の 項 目 総合訓練 個別訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

(１)通報訓練 

(２)救護訓練 

(３)モニタリング訓練 

(４)避難誘導訓練 

(５)その他必要と認める訓練 

(１)通報訓練 

(２)救護訓練 

(３)モニタリング訓練 

(４)避難誘導訓練 

(５)その他必要と認める訓練 

防災訓練の結果の概要 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策

に 向 け た 改 善 点 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 
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別紙１ 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

１．訓練の目的・目標 

本訓練は、「濃縮・埋設事業所 濃縮事業部 原子力事業者防災業務計画 第２章第５節２」に基づき実施

するものである。 

以下、濃縮事業部対策本部（以下、「事業部対策本部」という。）および全社対策本部の訓練目的を示す。 

【事業部対策本部】  

本訓練の目的は、「濃縮事業部における訓練に係る中長期計画（２０２０年度）」に基づき、「応用力の

習得」をねらいとし、複数施設同時発災に対する事業部対策本部から全社、他事業部への協力要請・応

援対応について実施するとともに、前年度訓練の課題改善・検証等を行い、さらなる原子力災害に対す

る緊急時対応能力の向上を図るものである。 

また、本訓練における事業部対策本部の活動の有効性を評価するため、以下のとおり達成目標を設定

した。 

（１）「ＥＲＣプラント班との情報共有を実施できること」 

達成目標：事業部対策本部からＥＲＣ対応ブースへ状況報告が実施できること 

（２）「事業部支援・協力」 

達成目標：事業部対策本部は、全社、他事業部への協力要請または応援対応を実施できること 

（３）「訓練課題への対応」 

達成目標：２０１９年度総合訓練において抽出した課題に対する改善策が有効に機能し、改善が図

られること 

【全社対策本部】 

本訓練の目的は、「全社対策本部 原子力防災訓練中期計画」に基づき、「応用力の習得」をねらいとし、

複数施設同時発災下におけるＥＲＣとの情報共有および事業部への支援・協力について、課題を抽出す

るとともに、前年度訓練の課題改善・検証等を行い、さらなる原子力災害に対する緊急時対応能力の向

上を図るものである。 

また、本訓練における全社対策本部の活動の有効性を評価するため、以下のとおり達成目標を設定し

た。 

（４）「即応センターとＥＲＣとの情報共有、通報・連絡」 

達成目標：即応センターは、複数施設同時発災下において、事業部対策本部からの情報を整理し、

ＥＲＣプラント班との情報共有、通報・連絡ができること 

（５）「事業部・全社の連携強化」 

達成目標：複数施設同時発災下において、事業部対策本部からの情報を全社対策本部内および他事

業部対策本部と共有し、事業部対策本部からの支援要請に対して必要な支援ができるこ

と 

（６）「訓練時の課題に対する対応」 

達成目標：２０１９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策が有効に機能し、改善

が図られること 
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２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

 ２０２０年１２月１日（火） ９：３０ ～ １２：００ 

１３：３０ ～ １６：４０（反省会を含む。） 

＜気象条件※1,※2＞ 天候：曇り 気温：２．１℃ 風速：４．０ｍ/ｓ 風向：南南東 

※１：天候、気温は同日９：００時点の濃縮・埋設事業所における気象観測データ 

※２：風速、風向は訓練想定により固定条件として設定 

（２）対象施設 

   加工施設 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

濃縮事業部、全社対策本部および他原子力事業者から評価者を選任し、事業部対策本部および全社

対策本部の活動状況を評価するとともに、訓練終了後に事業部対策本部と全社対策本部による反省会

および各対策班での自己評価を行い、課題の抽出を行った。 

（３）参加人数 

事業部対策本部     訓練参加者：１８７名（訓練コントローラ１０名を含む。） 

評 価 者：  ６名（社内５名、社外１名） 

全社対策本部   訓練参加者： ９７名（訓練コントローラ３名を含む。） 

評 価 者：  ３名（社内２名、社外１名） 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

  平日日中、起因事象が発生し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第１５条事象に

至る原子力災害を想定する。詳細は以下のとおり。 

（１）施設運転状況設定 

・カスケード設備：生産運転中 

・均質槽    ：１基液化中 
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（２）事象概要 

時刻 発生事象 等 

12/1  9:30 【警戒事象】地震発生（六ヶ所村 震度６強） 

・外部電源喪失 

・非常用ディーゼル発電機Ａ，Ｂ起動 

・屋外設置のＰＨＳ中継器が損傷し、屋外でのＰＨＳ使用不可 

・地震インターロック全て作動 

・２号発回均質室内で液化中の２号均質槽Ｃが損傷（配管カバー内配管亀裂）し、ＵＦ６漏

えい発生 

・室内に漏えいしたＵＦ６が、換気空調設備を経て排気塔から屋外に漏えい発生 

・室内に漏えいしたＵＦ６が、２号発回均質棟西側扉損傷箇所から屋外に漏えい発生 

・室内に漏えいしたＵＦ６に伴う負傷者（フッ化水素暴露）１名発生（管理区域内） 

・補助建屋ボイラ室内の熱水ポンプＢが損傷（出口配管）し、熱水漏えい（非管理区域） 

・室内に漏えいした熱水に伴う負傷者（火傷）１名発生（非管理区域） 

・１号均質室内の混合ガスコールドトラップＣ冷凍機ユニットから火災発生（管理区域内） 

・ウラン濃縮工場立入制限区域北側入域ゲート故障発生 

・補機室内階段を踏み外して落下に伴う負傷者（意識なし）１名発生（非管理区域） 

9:34 【警戒事象】大津波警報発表（六ヶ所村沿岸を含む津波予報区） 

9:37 【警戒事態該当事象】地震発生（六ヶ所村 震度６強）、大津波警報発表（六ヶ所村沿岸を含

む津波予報区）を原子力防災管理者が判断 

9:47 建屋送排風機停止操作実施（２号発回均質棟系送排風機停止操作不可） 

9:48 混合ガスコールドトラップＣ冷凍機ユニット火災箇所への遠隔消火設備（ハロン）噴射によ

る消火完了 

9:55 排気用モニタによる測定（デジタルレートメータ）において、７.５×１０４ｃｐｍ以上の計

測値を検出 

【原災法第１０条事象、１５条事象】通常放出経路での気体放射性物質の放出を原子力防災

管理者が判断 

２号発回均質棟系送排風機 電源ＯＦＦ操作により停止 

10:11 排気塔への放水開始 

10:12 給気室内の給気ユニットⅠ操作盤から火災発生（非管理区域） 

10:15 モニタリングポストNo.２の指示値５μＳｖ／ｈ以上を検出 

【原災法第１０条事象】敷地境界付近の放射線量の上昇を原子力防災管理者が判断 

10:18 ２号発回均質室入口シャッタ前カーテン布設および目張り完了 

10:25 モニタリングポストNo.２の指示値５μＳｖ／ｈ以上を１０分以上継続して検出 

【原災法第１５条事象】敷地境界付近の放射線量の上昇を原子力防災管理者が判断 

10:27 ２号発回均質棟屋上散水装置起動 

給気室内の給気ユニットⅠ操作盤から火災箇所へのＣＯ２消火器による消火完了 

10:29 ２号発回均質棟西側扉への放水開始 

２号発回均質室前チェンジングルーム設置完了 

10:30 給気室内で発生した火災の消火活動中に体調不良者発生 

10:50 負傷者（意識なし）１名を社外医療機関へ搬送完了 

11:04 ２号発回均質棟西側扉（屋内）応急措置完了 

２号均質槽Ｃ損傷（配管カバー内配管亀裂）箇所へのＣＯ２消火器による冷却処置完了 

11:15 体調不良者を社外医療機関へ搬送完了 

11:38 排気用モニタのろ紙交換完了 
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時刻 発生事象 等 

11:39 ２号発回均質棟西側扉（屋外）への応急措置完了 

11:48 負傷者（フッ化水素暴露、火傷）２名を当社保健管理建屋へ搬送完了 

11:51 ２号均質槽Ｃ損傷（配管カバー内配管亀裂）箇所への応急処置完了 

12:00 加工施設 訓練終了 

再処理施設の事象発災のためシナリオスキップ（約７日後） 

12/8 23:20 
(12/1 14:00) 

全社対策本部より再処理施設への支援として救急搬送車両の借用要請 

23:40 
(14:10) 

全社対策本部へ救急搬送車両の引き渡し完了 

12/9  0:45 
(12/1 15:15) 

全施設 訓練終了 

５．防災訓練の項目 

  総合訓練 

６．防災訓練の内容 

 本訓練は、プレーヤーへ訓練シナリオを事前通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。 

また、訓練進行管理を行う訓練コントローラは、訓練中にプレーヤーに対して資料配付や電話連絡等を

行い、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 

６．１ 事業部対策本部および全社対策本部 

（１）事業部対策本部対応訓練 

（２）全社対策本部運営訓練 

６．２ 事業部対策本部 

（１）通報訓練 

（２）救護訓練 

（３）モニタリング訓練 

（４）避難誘導訓練 

（５）その他必要と認める訓練 

ａ．運転管理訓練 

ｂ．放水訓練 

ｃ．設備応急訓練 

ｄ．消火訓練 

ｅ．全社対策本部等との連携訓練 

ｆ．ＥＲＣ対応訓練 

ｇ．記者会見対応訓練 

６．３ 全社対策本部 

（１）その他必要と認める訓練 

ａ．即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練 

ｂ．原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

ｃ．オフサイトセンター設営訓練 

ｄ．広報対応訓練 
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７．防災訓練の結果の概要 

７．１ 事業部対策本部および全社対策本部 

（１）事業部対策本部対応訓練 

・事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、地震発生および大津波警報発表により、原子力防災要

員等を招集、事業部対策本部を設置し、ＥＡＬの判断、防災体制の発令、事象進展を踏まえた事故・

プラント状況の把握および戦略の決定を実施した。 

・事業部対策本部は、各対策班からの事象対処（対処予定および対処完了（時間含む。））の報告を踏

まえた各対策班への指示、定期的なブリーフィングを行い、戦略の決定（ＵＦ６漏えい対処や放水

停止など）、事業部対策本部内への周知を実施した。 

＜評価＞ 

・事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、現場からの情報により発災事象の確認を行い、事業部

対策本部の活動に関する手順に基づき、ＥＡＬ該当判断および防災体制の発令などができているこ

とから、体制構築に係る対応に問題はないと評価する。 

・事業部対策本部は、事業部対策本部の活動に関する手順に基づき、各班からの報告をもとに定期的

にブリーフィングを行い、目標設定会議により戦略を決定し、事業部対策本部内に周知できている

ことから、事業部対策本部運営に係る対応に問題はないと評価する。 

（２）全社対策本部運営訓練 

・総務班長は、地震発生後の全社対策本部要員の招集、事業部対策本部総務班と連携した全従業員の

安否情報の集約を実施した。 

・全社対策本部の各班は、全社対策本部長からの警戒態勢および第２次緊急時態勢の発令を受け、Ｔ

Ｖ会議システム、音声共有システム等を用いて、事業部対策本部から事故・プラント状況、事故収

束対応等に関する情報の収集、全社ＣＯＰ※などを用いて全社対策本部内および他事業部への周知

を実施した。 

（※ 各施設の状況、負傷者、周辺道路等の状況をとりまとめた全社対策本部におけるブリーフィ

ング資料） 

・全社対策本部の各班は、事業部対策本部への支援活動として、環境モニタリング情報の把握、ＥＲ

Ｃ対応ブースへの要員派遣、社外関係機関への通報連絡等を実施した。 

・全社対策本部長は、再処理事業部からの汚染者搬送車両の手配および救護班要員の派遣の支援要請

に対して、事業部対策本部へ必要な支援要請を実施した。 

＜評価＞ 

・全社対策本部の各班は、全社対策本部要員対応マニュアルに基づき活動できていたことから、全社

対策本部の運営に係る対応に問題はないと評価する。 

・全社対策本部の各班は、全社対策本部長の指揮に基づき、再処理事業部からの支援要請に対して、

優先順位や融通先を決定し、事業部対策本部への支援要請を実施することができたことから、事業

部対策本部への支援に係る対応に問題はないと評価する。 

  ７．２ 事業部対策本部 

（１）通報訓練 

・本部事務局は、通報文記入例をもとに通報文を作成するとともに、確認チェックシートを用いてダ

ブルチェックを行い、事業部対策本部長（原子力防災管理者）のＥＡＬ判断に応じた通報文の作成

を実施した。 
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・本部事務局は、あらかじめ設定した通報連絡の目標時間内に通報連絡ができるよう、タイムキーパ

ーにより通報連絡の時間を管理し、一斉通報装置を用いて社外関係機関へ通報連絡を実施した。 

＜評価＞ 

・本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順書に基づき、ダブルチェックを行うことにより、通

報文を不備なく作成できていることから、通報連絡に係る対応に問題はないと評価する。 

・本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順書に基づき、タイムキーパーにより通報連絡時間を

管理するとともに、通報文作成に係る役割分担を整理したことにより、所定時間内（警戒事象、特

定事象：目標１５分に対し最大９分、第２５条報告：目標３０分目途に対し最大３３分）に通報連

絡できていることから、通報連絡に係る対応に問題はないと評価する。 

（２）救護訓練 

・放射線管理班は、ウラン濃縮建屋内（管理区域内）で発生した負傷者（フッ化水素暴露）の負傷お

よび汚染状況の確認や除染、管理区域内避難者の汚染状況確認のための身体サーベイ、チェンジン

グルーム設営および脱衣補助ならびに対策活動要員の汚染状況確認のための身体サーベイを実施

した。 

・救護班は、濃縮・埋設事業所内で複数の負傷者が発生する状況の中で、負傷者の状態を確認の上、

対応すべき優先順位の判断を行って応急措置を実施し、当社保健管理建屋および社外医療機関への

搬送（模擬）を実施した。 

＜評価＞ 

・放射線管理班は、放射線管理班の活動に関する手順書に基づき、負傷者（フッ化水素暴露）の状況

を確認し、身体サーベイおよび資機材を用いた除染（模擬）を行うとともに、チェンジングルーム

資機材の状況確認および設営ができていることから、負傷者対応等に係る対応に問題はないと評価

する。 

・救護班は、救急対応に関する手順に基づき、管理区域内のフッ化水素暴露等の各負傷者の容態の確

認、医療機関への搬送の必要性の判断および状況に応じた救助対応が実施できていることから、救

護に係る対応に問題はないと評価する。 

（３）モニタリング訓練 

・放射線管理班は、汚染状況の確認を目的とした発災現場までの放射線環境測定（空間放射線量率、

表面密度、空気中の放射性物質濃度）、事業部対策本部からの排気用モニタ高高警報発報の情報を

受けて、モニタリングカーによる環境測定、モニタリングポストでの測定・監視対応について、相

互確認を行いながら実施した。 

＜評価＞ 

・放射線管理班は、放射線管理班の活動に関する手順書に基づき、モニタリングカーによる環境測定

を行うとともに、モニタリングポストによる測定・監視を実施し、その測定結果を事業部対策本部

内に情報共有できていることから、モニタリングに係る対応に問題はないと評価する。 

（４）避難誘導訓練 

・運転管理班は、地震発生直後、施設内への作業員等に対し、ページングにて一時避難場所への避難

誘導を行い、管理区域内のフッ化水素暴露等の各負傷者の状況について救護班へ連絡を実施した。 

・総務班は、事業所内の従業員を対象に点呼・安否確認を行った後、点呼・安否確認結果を集約し、

事業部対策本部へ報告を実施した。 
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・総務班は、建屋の被害状況を確認したうえで、避難ルートを選定し、ウラン濃縮工場内の入域者の

避難誘導、点呼および負傷者の捜索活動を実施した。 

＜評価＞ 

・運転管理班は、運転管理班の活動に関する手順に基づき、一時避難場所への避難誘導を行うととも

に、遅滞なく管理区域内で発生した負傷者情報を連絡できていることから、避難指示等に係る対応

に問題はないと評価する。 

・総務班は、総務班の活動に関する手順に基づき、ウラン濃縮工場内の入域者リストを用いて、点呼・

安否確認を行い、その結果を集約および事業部対策本部に報告できていることから、安否確認等に

係る対応に問題はないと評価する。 

・総務班は、総務班の活動に関する手順に基づき、避難ルートの選定、避難誘導、点呼および負傷者

の捜索ができていることから、避難誘導等に係る対応に問題はないと評価する。 

（５）その他必要と認める訓練 

ａ．運転管理訓練 

・運転管理班は、ＵＦ６漏えい時の初期対応、地震インターロック作動確認、建屋送排風機停止操作

等、プラント停止に係る設備・機器の操作（模擬）を実施した。 

＜評価＞ 

・運転管理班は、運転管理班の活動に関する手順に基づき、プラント状況を復命復唱により確認し、

ＵＦ６漏えい時の初期対応、プラント停止処置が確実にできていることから、運転管理に係る対応

に問題はないと評価する。 

ｂ．放水訓練 

・消火班は、ＵＦ６漏えい対処装備を着装（班員同士による確認含む。）し、アクセスルートの選定

を行ったうえで移動して、消防自動車停車時の車輪止め設置や防火水槽開口部の落下防止措置を

講じ、防火水槽からの消防ホースの展張を行った後、消防自動車によるウラン濃縮建屋への放水お

よび屋上散水装置（模擬）による散水を実施した。 

＜評価＞ 

・消火班は、消火班の活動に関する手順に基づき、地震による被害状況を確認しながら適切なアクセ

スルートを選定し、消防自動車等による放水活動ができていることから、建屋放水に係る対応に問

題はないと評価する。 

ｃ．設備応急訓練 

・設備応急班は、ＵＦ６漏えい対処を行うために必要な化学防護服等の装備を着装（班員同士による

確認含む。）し、必要な資機材の準備を行い、ＵＦ６漏えい対処として２号発回均質室内の均質槽

配管カバー内配管亀裂箇所へのＣＯ２消火器による冷却およびビニールシート養生、２号発回均質

棟西側扉損傷箇所（屋内外）へのビニールシート養生による応急対策を実施した。 

＜評価＞ 

・設備応急班は、設備応急班の活動に関する手順に基づき、必要な装備の着装、資機材の準備および

応急対策ができていることから、設備応急に係る対応に問題はないと評価する。 

ｄ．消火訓練 

・運転管理班は、１号均質室内の混合ガスコールドトラップＣ冷凍機ユニット（管理区域）で発生し

た火災に対して、遠隔消火設備（ハロン）を使用した初期消火活動（模擬）を実施した。 
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・運転管理班は、給気室内の給気ユニットⅠ操作盤（非管理区域）で発生した火災に対して、初期消

火活動に必要な装備を着装（班員同士による確認含む。）し、消火設備を使用した初期消火活動（模

擬）を実施した。 

・消火班は、運転管理班からの給気室内の給気ユニットⅠ操作盤（非管理区域）での火災発生連絡を

受け、本格消火活動に必要な装備を着装（班員同士による確認含む。）し、必要な資機材の準備、

消火設備を使用した本格消火活動（模擬）を実施した。 

＜評価＞ 

・運転管理班は、運転管理班の活動に関する手順に基づき、プラント状況を復命復唱により確認し、

火災発生時の遠隔消火に係る設備・機器の操作および必要な装備の着装や初期消火活動ができて

いることから、初期消火に係る対応に問題はないと評価する。 

・消火班は、運転管理班からの火災発生連絡により、消火班の活動に関する手順に基づき、必要な装

備の着装や本格消火活動ができていることから、本格消火に係る対応に問題はないと評価する。 

ｅ．全社対策本部等との連携訓練 

・事業部対策本部は、六ヶ所村において震度６強の地震が発生したことに伴い、事業部対策本部長

（原子力防災管理者）からの警戒態勢発令後に、事業部連絡要員をＥＲＣ対応ブースへ派遣した。 

・事業部対策本部は、事業部対策本部長（原子力防災管理者）からの第２次緊急時態勢発令後、オフ

サイトセンターおよび全社対策本部へ事業部連絡要員を派遣した。 

・事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、事故収束対応の状況を踏まえ、全社対策本部へ追加の

建屋放水用の水の確保について支援要請を行った。 

・事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、全社対策本部から再処理事業部への汚染者搬送車両お

よび救護班要員派遣の支援要請に応じ、汚染者搬送車両の貸与および救護班要員を派遣した。 

・事業部対策本部は、通報文、ＣＯＰおよび時系列情報を電子ホワイトボード、電子閲覧システム

（以下、「デヂエ」という。）、ＦＡＸ、ＥＲＣ対応データベースおよび音声共有システムにより全

社対策本部へ適宜情報提供を行った。 

＜評価＞ 

・事業部対策本部は、事業部対策本部の活動に関する手順に基づき、警戒態勢発令後に事業部連絡員

（ＥＲＣ対応要員等）、第２次緊急時態勢発令後にオフサイトセンター要員を派遣できていること

から、全社対策本部等への要員派遣に係る対応に問題はないと評価する。 

・事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、現場からの情報や定期的なブリーフィングにより状況

を把握し、事業部対策本部の活動に関する手順に基づき、建屋放水用の水の確保について、全社対

策本部へ支援を要請できていることから、全社対策本部への要請に係る対応に問題はないと評価

する。 

・事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、事業部対策本部の活動に関する手順に基づき、全社対

策本部からの応援要請に対して、再処理事業部へ汚染者搬送車両の貸与および救護班要員を派遣

できていることから、他事業部への応援要請に係る対応に問題はないと評価する。 

・事業部対策本部は、情報フローに基づき、ＣＯＰ（設備状況）によりプラント状況および負傷者な

どの情報を随時更新するとともに、ＥＡＬ判断根拠や目標設定会議により決定した戦略、モニタリ

ングポストデータを速やかにＥＲＣ対応データベースに貼り付けるなどにより、全社対策本部へ

情報提供できていることから、全社対策本部への情報提供に係る対応に問題はないと評価する。 
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ｆ．ＥＲＣ対応訓練 

・事業部対策本部（ＥＲＣ情報連絡員）は、事業部連絡要員（ＥＲＣ対応者）がＥＲＣ対応ブースへ

移動している際に、事業部対策本部内の発話およびＣＯＰ（進展予測と事故収束対応の戦略、進捗

状況）の情報をもとに、携帯電話により情報提供を実施した。 

・事業部対策本部は、通報文、ＥＡＬ判断根拠、ＣＯＰ（進展予測と事故収束対応の戦略、進捗状

況）、対策活動の実施状況、質問事項への回答、プラントデータやモニタリングポストの情報等を

電子ホワイトボード、デヂエ、ＥＲＣ対応データベースおよび音声共有システムにより、ＥＲＣ対

応ブースへ情報提供を実施した。 

・本部事務局は、原災法に基づき通報した通報文、事業部対策本部長（原子力防災管理者）がＥＡＬ

判断した内容を記載したＥＡＬ判断根拠シートをＥＲＣ対応ブースへ情報提供を実施した。 

＜評価＞ 

・事業部対策本部（ＥＲＣ情報連絡員）は、情報フローに基づき、事業部連絡要員（ＥＲＣ対応者）

がＥＲＣ対応ブースに移動中、必要な情報を随時提供できていることから、ＥＲＣ情報連絡員から

の情報提供について問題はないと評価する。 

・事業部対策本部は、情報フローに基づき、ＣＯＰ（設備状況）によりプラント状況および負傷者な

どの情報を随時更新するとともに、ＥＡＬ判断根拠、目標設定会議により決定した戦略、プラント

データなどを速やかにＥＲＣ対応データベースへ貼り付けたことにより、ＥＲＣ対応ブースへ適

宜情報提供できていることから、事業部対策本部からの情報提供に問題はないと評価する。 

・本部事務局は、情報フローに基づき、通報した通報文や作成したＥＡＬ判断根拠シートを速やかに

ＥＲＣ対応データベースに貼り付けて、ＥＲＣ対応ブースへ適宜情報提供できていることから、本

部事務局からの情報提供に問題はないと評価する。 

ｇ．記者会見対応訓練 

・記者会見対応者は、インターネットＴＶ会議システムを使用した記者会見（模擬）において、あら

かじめ準備した施設概要や事象対応状況をまとめた資料等を用いて、施設状況等の説明や記者（模

擬）からのＱＡ対応を実施した。 

＜評価＞ 

・記者会見対応者は、あらかじめ準備した施設概要や事象対応状況をまとめた資料等を用いて、施設

状況等の説明や記者（模擬）からの質疑への対応ができていることから記者会見に係る対応に問題

はないと評価する。 

７．３ 全社対策本部 

（１）その他必要と認める訓練 

ａ．即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練 

・全社対策本部のＥＲＣ対応者は、事業部対策本部から事故・プラントの状況、進展予測、事故収束

対応戦略、負傷者の発生状況などの情報について、情報共有データベース、音声共有システムなど

の情報共有ツールを用いて入手し、ＥＲＣプラント班への情報提供を実施した。 

・全社対策本部のＥＲＣ対応者は、全社対策本部事務局から全社としての支援活動の実施状況、負傷

者の救護班への引き渡し以降の情報等を入手し、ＥＲＣプラント班への情報提供を実施した。 

・ＥＲＣプラント班リエゾンは、ＥＲＣプラント班との情報共有に使用した資料の配布、ＱＡ対応を

実施した。 
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・ＥＲＣ対応統括者は、ＥＡＬ判断における１５条認定会議の対応を実施した。 

＜評価＞ 

・ＥＲＣプラント班との情報共有において、情報フロー、情報共有方法および情報共有ツールの活用

に関して、改善点が抽出された。 

[１０．№１ 情報共有のための情報フローに関する改善 参照] 

[１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共有方法に関する改善 参照] 

[１０．№３ 情報共有ツールの活用に関する改善 参照] 

・ＥＲＣプラント班リエゾンは、全社対策本部ＥＲＣ対応マニュアルに基づき、ＥＲＣプラント班と

の情報共有の補助を実施することができたことから、ＥＲＣプラント班リエゾンの対応に問題は

ないと評価する。 

・１５条認定会議の対応において、情報共有方法に関して、改善点が抽出された。 

[１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共有方法に関する改善 参照] 

ｂ．原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

・全社対策本部長は、警戒態勢から第２次緊急時態勢へ体制が変わったことを受け、原子力事業所災

害対策支援拠点（以下、「支援拠点」という。）を第一千歳平寮に設置するよう指示を行った。 

・指示を受けた支援拠点対応要員は、支援拠点を設置し、設備・機器を立ち上げ、全社対策本部と各

施設、周辺道路等の状況について情報共有を実施した。 

＜評価＞ 

・全社対策本部長は、全社対策本部の運用に関する手順に基づき、支援拠点の設置を指示することが

できたことから、支援拠点の設置に係る対応に問題はないと評価する。 

・支援拠点対応要員は、支援拠点マニュアルに基づき、支援拠点での設営活動を実施することができ

たことから、支援拠点の運営に係る対応に問題はないと評価する。 

ｃ．オフサイトセンター設営訓練 

・全社対策本部長は、警戒態勢から第２次緊急時態勢へ体制が変わったことを受け、オフサイトセン

ター（レイクタウン寮４番館をオフサイトセンターとして設定）への要員派遣を指示した。 

・指示を受けたオフサイトセンター派遣要員は、オフサイトセンターへ移動し、通信機器を立ち上

げ、各施設の発災状況等の情報を入手し、オフサイトセンター内で情報共有するとともに、当社か

ら緊急活動に伴う周辺道路の封鎖解除の依頼を行った。 

＜評価＞ 

・全社対策本部長は、全社対策本部の運用に関する手順に基づき、オフサイトセンターへの要員派遣

を指示することができたことから、オフサイトセンターへの要員派遣に係る対応に問題はないと

評価する。 

・オフサイトセンター派遣要員は、オフサイトセンター対応マニュアル（暫定）に基づき、オフサイ

トセンター派遣要員の任務を遂行することができたことから、オフサイトセンターにおける対応

に問題はないと評価する。 

ｄ．広報対応訓練 

・広報班は、事業部対策本部が作成したプレス資料について、全社対策本部内で内容を確認するとと

もに、通報文およびプレス資料に基づき、プレス発表（模擬）および記者会見（模擬）を実施した。 
・ＥＲＣ広報班リエゾンは、全社対策本部から送付されたプレス資料をＥＲＣ広報班へ提出した。 
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＜評価＞ 
・広報班は、全社対策本部の運用に関する手順および記者会見マニュアルに基づき、プレス発表およ

び記者会見（模擬）を実施することができたことから、プレス対応および記者会見（模擬）に係る

対応に問題がないと評価する。 
・ＥＲＣ広報班リエゾンは、全社対策本部の運用に関する手順に基づき、ＥＲＣ広報班との連動が

できたことから、ＥＲＣ広報班リエゾンによる広報対応に問題はないと評価する。 
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８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 

（１）昨年度の総合訓練（２０１９年１１月２６日）において抽出した改善点に対する取り組み結果は、

以下のとおりである。 

 

【事業部対策本部】 

No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

１ 【課題】 

・ＥＡＬ該当事象発生後の２５条報告に１時

間１５分を要したという問題があった。 

【原因】 

①本部事務局は、２５条報告について、適切な

間隔で報告するために応急措置の開始時や

完了時、１０条等の通報判断基準を下回っ

た時等の報告のタイミングは規定していた

が、１０条通報等以降、定期的に報告を行う

こと等具体的な時間を規定できていなかっ

た。 

②本部事務局は、手順に従い、応急措置の開始

を受けて２５条報告を作成していたが、２

５条報告に応急処置対応状況等を時系列に

まとめて記載することを規定していたた

め、この整理に時間を要したことから、予定

した時間で報告することができなかった。 

 

 

 

【対策】 

①２５条報告を報告する時間（間隔）を特定事

象発生以降、前回通報から３０分を目途に通

報を実施することや、事象進展、応急対策の

実施状況に変化がなくても、事象状況および

応急対策状況の現状報告として、同様の間隔

で通報する旨を本部事務局の手順に定めた。 

 

②２５条報告に必要な情報の整理や役割分担

を整理し、その内容を本部事務局の手順に

定めた。 

 

 

 

【評価】 

・７．２（１）通報訓練において、手順に定め

た時間（間隔）および内容のとおり通報連絡

が実施できていたことから、対策は有効で

あった。（完了） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

２ 【課題】 

・事故対処時に必要なチェンジング用エアー

テントが正しく設置できずに汚染区画との

仕切りが開いた状態であったため、汚染拡

大の可能性が生じるという問題があった。 

【原因】 

①床部材とテント上部部材の接合面のマジッ

クテープが一部外れていたが、定期的に点

検を実施していなかったため、気づくこと

ができなかった。 

②設営後にチェンジング用エアーテントに異

常が無いかを確認する運用、手順になって

いなかった。 

 

 

 

 

 

【対策】 

①テント設営前に、床部材とテント上部部材

のマジックテープの設置面が外れていない

かなど、確認する旨を放射線管理班の手順

に定めた。 

②チェンジング用エアーテントの設営後にエ

アーテント接合面等に異常がないか、確認

する旨をチェンジング用エアーテントの点

検手順に定めた。 

【評価】 

・７．２（２）救護訓練において、適切にチェ

ンジング用エアーテント設置が実施できて

いたことから、対策は有効であった。（完了） 

 

３ 【課題】 

・消防車の車輪止めの忘れ、簡易化学防護服の

着用が不十分、給水時のホース展張等が丁

寧ではない、防火水槽開口部の転落防止措

置がなされていなかったことから、消火班

の隊員が汚染や負傷するおそれという問題

があった。 

【原因】 

①消火班隊長が消防車の車輪止め、簡易化学

防護服の着装状況等を確認、隊員同士で相 

互確認したりする手順となっていなかっ

た。 

②防火水槽開口部の転落防止措置を行う手順

となっていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①消火班隊長および消火班員が、装備着装・放

水準備・放水開始時に、簡易化学防護服の着

装状況や消防車の車輪止め等を確認する留

意事項を消火班の手順に定めた。 

②防火水槽開口部の落下防止対策としてカラ

ーコーン等で区画する旨を消火班の手順に

定めた。 

【評価】 

・７．２（５）ｂ．放水訓練において、適切に

放水対応が実施できていたことから、対策

は有効であった。（完了） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

４ 【課題】 

・事業部対策本部が、外壁閉止作業との干渉を

考慮して、ＵＦ６の敷地外への拡散抑制のた

めに実施している放水停止を判断したこと

に対して、ＥＲＣプラント班からその判断

基準を問われた際、ＥＲＣ対応者は説明を

十分に行えなかったという問題があった。 

【原因】 

・事業部対策本部は、モニタリングポスト等の

指示値低下、建屋内発災機器への閉じ込め

完了を、外壁状況を確認するための放水停

止の判断基準とし、放水停止を指示したが、

その判断基準が明確になっていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・外壁状況確認時における放水停止判断基準

について、本部員の手順（判断フロー）に定

めた。 

 

 

【評価】 

・７．１（１）事業部対策本部対応訓練におい

ても、放水停止判断基準により事業部対策

本部が判断し、放水停止の指示ができてい

たことから、対策は有効であった。（完了） 

 

５ 【課題】 

・事業部対策本部が、事象進展、応急復旧対策

等で共有したＣＯＰ（設備状況、戦略シー

ト）の記載内容のうち排風機停止に係る記

載に不備（記載間違い、記載して一度情報共

有を図った事象対処内容等の情報を削除）

があった。 

【原因】 

・ＣＯＰ（設備状況、戦略シート、設備概要図）

を作成する統一的なルールとして、記載す

べき情報、更新タイミング、訂正方法等が明

確になっていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・ＣＯＰ（設備状況、戦略シート、設備概要図）

の記載方法（記載すべき情報、更新タイミン

グ、訂正方法等）について、運転管理班の手

順に定めた。 

【評価】 

・７．２（５）ｆ．ＥＲＣ対応訓練において、

情報入手の都度、ＣＯＰへの記載内容に不備

なく、ＥＲＣ対応ブースへ情報提供できたこ

とから、対策は有効であった。（完了） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

６ 【課題】 

・ＥＲＣ対応者は、ＥＲＣプラント班に対し

て、建屋外壁のひび割れ箇所を図面に手書

きした資料により説明を行っていたが、ひ

び割れ位置、大きさ等のＥＲＣが必要とす

る情報が的確に情報発信できなかったとい

う問題があった。 

【原因】 

・建屋外壁のひび割れ位置、大きさ等事故対処

状況を視覚化するために必要な記載例を作

成していなかったため、現場からの情報に

ついて正確に伝える方法が属人的になって

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・事故対処における現場情報を正確に記載 

するため、現場図面に情報を記載する際の

ポイント等を整備するとともに、現場を写

真撮影し伝送する方法等の検討を行った。 

 

【評価】 

・事故対処時の現場情報を正確に記載するた

めの視覚化できる情報（扉、外壁等）につい

て整理を進めたものの、現場情報などを写

真撮影後のデータ伝送方法が、設備上の検

討に時間を要しているため、継続的に検討

を進める。（継続） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

７ 【課題】 

①原子力防災管理者は、ＳＥ０２（１０条）と

ＧＥ０２（１５条）を同時に判断したが、Ｅ

ＲＣ対応者は、ＥＲＣプラント班に対して

ＳＥ０２のみ発話し、ＧＥ０２の発話がで

きなかったという問題があった。 

②また、ＥＲＣ対応者がＧＥ０２の発話がで

きなかったことに対して、ＥＲＣ対応補助

者等がフォローできなかったという問題が

あった。 

【原因】 

①ＥＲＣ対応室内は、事業部対策本部からの

ＳＥ、ＧＥへの到達状況やその判断根拠情

報を、ＥＲＣ対応者補助（説明補助）が音声

によって聞き取りした内容を、室内では共

有はできていたが、情報フローに基づくＥ

ＡＬ判断根拠シートがその時点では届いて

おらず、ＥＲＣ対応者が、ＳＥ、ＧＥへの到

達状況等の情報に確証が持てない状況にあ

ったため、ＥＡＬ判断根拠シートが到着す

るまで、他の情報提供を継続させることに

意識を向けてしまい、ＧＥ０２の発話を失

念した。 

②ＥＲＣ対応者補助（観察者）は、ＥＲＣ対応

者がＧＥ０２を発話していないことに気づ

いていたが、事業部対策本部からの情報が

短時間に集中して入ってきたことから、他

の情報提供を継続させるための情報整理等

に集中していたため、ＧＥ０２の発話をし

ていないことをＥＲＣ対応者に、伝えるこ

とを失念した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①ＥＡＬ該当事象が発生した場合、事業部対

策本部から聞き取った情報の正確性を担保

するために、以下の対策を講じた。 

ａ．ＥＲＣ対応者補助（説明補助）は、判断

基準が分かるようにＥＡＬ判断フロー

（兼 ＥＡＬ判断シート）を作成した。 

ｂ．ＥＲＣ対応者補助（音声共有システム対

応）が記入するシートに、事業部対策本部

から聞き取った内容（ＥＡＬ判断基準等）

を記載できるよう、書画装置用メモ用紙

を見直した。 

 

②ＥＲＣ対応ブース内の役割分担を再整理す

るとともに、ＥＲＣ対応者補助（観察者）の

役割にＥＡＬ判断時の発話確認を追加し、

事業部ＥＲＣ対応手順に定めた。 

 

 

 

 

【評価】 

・個別訓練等において、ＥＡＬに関する情報

の正確性に対する対策が有効に機能してい

ることを確認することができた。なお、Ｅ

ＲＣ対応は、全社対策本部により実施する

ことから、事業部対策本部の対策は完了と

する。 

・７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ

対応）訓練においても、全社対策本部（即応

センター）からＥＲＣプラント班に対して、

ＥＡＬに関する情報を正確に情報伝達でき

たことから、対策は有効であった。なお、今

後も継続的に対策の有効性について確認し

ていく。（完了） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

８ 【課題】 

・ＥＲＣ対応者は、１０条確認会議および１

５条認定会議で必要な情報（ＥＡＬ該当事

象内容、事象進展の予測、事故収束対応等）

の発話において、事故収束目処等を詳細に

説明してしまったという問題があった。 

【原因】 

・ＥＲＣ対応者は、個別訓練を通じて、ＥＡＬ

該当事象内容、事象進展の予測、事故収束対

応等認定等に必要な情報は、積極的に発言

することで訓練を行っていたため、個別訓

練の結果を踏まえて発話を行っていたこと

から、説明が長くなってしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・発話する内容および発話目標時間を決め、

その内容を１０条確認会議および１５条認

定会議において簡潔に発話できるよう、発

話例等を事業部ＥＲＣ対応手順に定めた。 

 

 

【評価】 

・個別訓練等において、１０条確認会議およ

び１５条認定会議の発話対応を手順どおり

実施できることが確認できたことから、対

策は有効であった。なお、ＥＲＣ対応は、全

社対策本部により実施することから、事業

部対策本部としての対策は完了とする。 

・７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ

対応）訓練において、ＥＲＣ対応統括者は、

１５条認定会議で事象進展の予測、事故収

束対応等の説明が会議後になったことを新

たな課題として抽出した。（新規） 

［１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共

有方法に関する改善 参照］ 

 

９ 【課題】 

・ＥＲＣ対応者は、インターネットＴＶ会議

の音声不通（マルファンクション）に対して

代替手段（電話）での対応ができなかったと

いう問題があった。 

【原因】 

・通信機器（インターネットＴＶ会議、電話、

ＦＡＸ等）に異常が発生した場合の対処手

順が、手順書に記載されていなかったため、

異常発生の確認および対処ができなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・通信機器（インターネットＴＶ会議、電話、

ＦＡＸ等）に異常が発生した場合の対応手

順を事業部ＥＲＣ対応手順に定めた。 

 

 

【評価】 

・今回の訓練では実動できなかったが、個別

訓練等により、通信機器に異常が発生した

場合の対応を手順どおり実施できることを

確認したことから、対策は有効であった。

なお、今後も継続的に対策の有効性につい

て確認していく。（完了） 
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【全社対策本部】 

No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

１０ 【課題】（埋設事業部総合訓練で抽出） 

・管理区域に入域している社員および作業員

の安否が把握できなかったことから、速やか

に安否情報を集約ができないという問題が

あった。このため、管理区域に入域している

社員および作業員を考慮していない安否確

認の方法に課題がある。 

【原因】 

・管理区域に入域している社員および作業員

の安否を確認する方法が定まっていなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・社員および作業員の安否確認について、事業

部対策本部総務班と連携した安否確認の方

法を全社対策本部総務班マニュアルに定め

た。 

【評価】 

・７．１（２）全社対策本部運営訓練において、

全社対策本部総務班マニュアルに基づき、管

理区域への入域者も含め、全従業員の安否情

報の集約を実施することからできたことか

ら対策は有効であった。（完了） 

 

１１ 【課題】（埋設事業部総合訓練で抽出） 

・ＴＶ会議システムにより、全社対策本部から

埋設事業部対策本部へプラント状況等を問

合せたことから、事業部対策本部内のブリー

フィングの開始が遅れたため、事業部対策本

部内で速やかな情報共有ができないという

問題があった。このため、全社対策本部・事

業部対策本部間の情報共有について、事業部

対策本部の活動に支障を与えない情報共有

の仕組みに課題がある。 

【原因】 

・全社対策本部・事業部対策本部間の情報共有

のルールはあったが、共有する項目、共有手

段を決めていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・全社対策本部・事業部対策本部間の情報共有

について、共有する項目、共有手段、注意事

項を全社対策本部要員対応マニュアルに定

めた。 

【評価】 

・７．１（２）全社対策本部運営訓練において、

全社対策本部要員対応マニュアルに基づき

情報共有を行い、事業部対策本部の活動を阻

害されることはなかったことから、対策は有

効であった。（完了） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

１２ 【課題】（埋設事業部総合訓練で抽出） 

・救護班への引渡し以降の傷病者の詳細情報

について、全社対策本部のＥＲＣ対応者に情

報が伝わらなかったため、ＥＲＣプラント班

へ情報提供できないという問題があった。こ

のため、全社対策本部のＥＲＣ対応者へ確実

に傷病者の情報を伝えるための方法に課題

がある。 

【原因】 

①傷病者情報の伝達に関して、全社対策本部

のＥＲＣ対応者へ情報を伝える連絡員の役

割を手順に定め、説明会等で事務局班員へ周

知していたが、連絡員に対して具体的な情報

の伝達方法に関する教育を実施していなか

った。 

②全社対策本部のＥＲＣ対応者へ傷病者の情

報が伝わらない場合の対応を定めていなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①全社対策本部のＥＲＣ対応者へ情報を伝え

る連絡員に対して、情報の伝達方法について

教育を実施した。 

 

 

 

②全社対策本部のＥＲＣ対応者へ傷病者の情

報が伝わらない場合の対応について検討し、

手順に定めた。 

【評価】 

・２０１９年度再処理事業部総合訓練におい

て、全社対策本部ＥＲＣ対応マニュアルに基

づき、救護班への引渡し以降の負傷者の情報

をＥＲＣプラント班へ情報提供できたこと

から、対策は有効であった。（完了） 

・７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ

対応）訓練において、負傷者情報をＥＲＣプ

ラント班へ情報提供できていたことから対

策は有効であった。（完了） 

なお、負傷者情報の情報共有については、負

傷者の状況（優先度）に応じた情報共有が必

要であることを新たな課題として抽出し

た。（新規） 

［１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共

有方法に関する改善 参照］ 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

１３ 【課題】（埋設事業部総合訓練で抽出） 

・ＥＲＣプラント班リエゾンからＥＲＣプラ

ント班への資料配布が遅れたため、ＥＲＣプ

ラント班との情報共有に時間がかかるとい

う問題があった。このため、リエゾンへの資

料配布を速やかに実施するためのＥＲＣ対

応室内における作業の手順に課題がある。 

【原因】 

・インターネットＴＶ会議システム（書画装

置）で説明した資料については、ＥＲＣプラ

ント班へ説明後にＰＤＦ化してリエゾン経

由でＥＲＣプラント班へ配布することとし

ていたため、配布に時間を要した。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・ＥＲＣプラント班への資料説明の前から、リ

エゾンへ資料送付するための作業（ＰＤＦ

化、社内共有データベースへの貼付）を開始

し、できるだけ早くＥＲＣプラント班へ資料

配布できるように作業の手順を見直し、情報

フローに反映した。 

【評価】 

・２０１９年度濃縮事業部総合訓練において、

情報フローに基づき、速やかに資料配布でき

たことから、対策は有効であった。（完了） 

・７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ

対応）訓練において、速やかに資料配布でき

ていたことから、対策は有効であった。（完

了） 

 

１４ 【課題】（埋設事業部総合訓練で抽出） 

・ＥＲＣ広報班リエゾンからＥＲＣ広報班へ

正確なプレス資料を提出できなかったため、

ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応ができ

ないという問題があった。このため、正確な

プレス資料をＥＲＣ広報班へ提出するため

の内容確認の方法に課題がある。 

【原因】 

①全社対策本部広報班は、ＥＲＣ広報班リエ

ゾンへプレス資料を送付する際、添付ファイ

ルを確認することについて、手順を定めてい

なかった。 

 

②ＥＲＣ広報班リエゾンは、ＥＲＣ広報班へ

プレス資料を説明することについて、手順を

定めていなかった。 

 

③ＥＲＣ広報班リエゾンは、プレス資料をＥ

ＲＣ広報班へ提出する前に、内容を確認する

手順を定めていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①全社対策本部広報班（ＥＲＣ広報班リエゾン

送付担当者）は、プレス資料をＥＲＣ広報班

リエゾンへ送付する前に、送付するプレス資

料について別の広報班員の確認を受ける手

順を定めた。 

②ＥＲＣ広報班リエゾンは、プレス資料をＥＲ

Ｃ広報班へ説明することを手順に定めると

ともに、ＥＲＣ広報班リエゾンに対して教育

を実施した。 

③ＥＲＣ広報班リエゾンは、プレス資料をＥＲ

Ｃ広報班へ提出する前に、全社対策本部広報

班とともに内容を確認する手順を定めた。 

【評価】 

・７．３（１）ｄ．広報対応訓練において、広

報班は、広報班手順に基づき、ＥＲＣ広報班

へ正確なプレス資料を提出できたことから、

対策は有効であった。（完了） 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

１５ 【課題】（濃縮事業部総合訓練で抽出） 

・救護班への引渡し以降の傷病者の詳細情報

は、全社対策本部のＥＲＣ対応者へ伝わって

いたが、ＥＲＣ対応者がＥＲＣプラント班に

対して傷病者情報を説明しなかったことか

ら、ＥＲＣプラント班と情報共有できないと

いう問題があった。ＥＲＣプラント班へ確実

に傷病者の情報を伝えるための方法に課題

がある。 

【原因】 

・傷病者情報について、ＥＲＣプラント班から

問合せがなかった場合でも発話することを

手順に定めていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・全社対策本部のＥＲＣ対応者は、傷病者情報

は重要事項とし、ＥＲＣプラント班から問合

せがなくても積極的に説明することを「ＥＲ

Ｃ対応要員の心得」に定めた。 

【評価】 

・７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ

対応）訓練において、「ＥＲＣ対応要員の心

得」に基づき、負傷者の情報をＥＲＣプラン

ト班へ情報提供できたことから、対策は有効

であった。（完了） 

なお、負傷者情報の情報共有については、負

傷者の状況（優先度）に応じた情報共有が必

要であることを新たな課題として抽出し

た。（新規） 

［１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共

有方法に関する改善 参照］ 
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No. 前回までの総合訓練における今後の改善点 今回の訓練への取り組み状況 

１６ 【課題】（再処理事業部総合訓練で抽出） 

・記者会見対応者は、記者からの質問に対し

て、分かりやすい説明ができなかった。また、

記者会見対応者が誤った説明をした際に、補

助者から補足説明、説明内容の訂正ができな

かったため、正確な情報を遅滞なく提供する

ことができないという問題があった。このた

め、記者への説明および補助者のサポート体

制に課題がある。 

【原因】 

①記者会見時の発話に関するガイドを定めて

いなかったため、簡潔・明瞭な説明ができな

かった。 

②記者会見時の体制について、司会者、説明

者、ＱＡ対応者などは決めていたが、具体的

な役割を定めていなかったため、記者会見対

応者をサポートできなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①記者会見対応時の発話の心得に関するガイ

ドを作成した。 

 

②記者会見対応時の体制、役割、準備資料等に

ついて手順を定めた。 

 

 

【評価】 

・７．３（１）ｄ．広報対応訓練において、全

社対策本部広報班は、記者会見マニュアルに

基づき、適切に記者会見（模擬）を対応し、

記者からの質問には分かり易い説明ができ

たことから、対策は有効であった。（完了） 
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９．訓練の評価 

今回は、「濃縮事業部における訓練に係る中長期計画（２０２０年度）」および「全社対策本部原子力

防災訓練中期計画」に定める「応用力の習得」をねらいとし、複数施設の同時発災を想定した訓練を実

施した結果、ＥＲＣとの情報共有において改善すべき事項が確認されたものの、原子力災害に対する対

応に大きな支障はなく、緊急時対応能力の維持・向上が図れているものと評価する。 

「１．訓練の目的・目標」に記載した達成目標についての評価結果は以下のとおり。 

 

【事業部対策本部】 

（１）「ＥＲＣプラント班との情報共有を実施できること」 

達成目標：事業部対策本部からＥＲＣ対応ブースへ状況報告が実施できること 

検証項目：①事業部連絡要員がＥＣ対応ブースへ移動している際に情報共有できること 

②進展予測と事故収束対応の戦略および進捗状況は明確になっていること 

③系統図やＣＯＰ、ＥＲＣ備付け資料等を活用したものとなっていること 

④情報（本部の発話、各対策班からの状況報告）は、音声共有システムなどを用いてリア

ルタイムに発信すること 

評  価：①「７．２（５）ｆ．ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、事業部連絡要員（ＥＲＣ対応者）

の移動時の情報共有に対して、事業部対策本部内で共有している情報（ＣＯＰ、発話）

を携帯電話により、対応状況を共有できたと評価する。 

②「７．１（１）事業部対策本部対応訓練」および「７．２（５）ｆ．ＥＲＣ対応訓練」

に示すとおり、ＥＲＣ対応ブースへの情報として、事業部対策本部で作成したＣＯＰに

より進展予測と事故収束対応の戦略および進捗状況が明確になっていたと評価する。 

③「７．２（５）ｆ．ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、ＥＲＣ対応ブースへの情報共有に

対して、ＣＯＰ、ＥＲＣ備付け資料等を活用できたと評価する。 

④「７．２（５）ｆ．ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、ＥＲＣ対応ブースへの情報共有に

対して、音声共有システムにより、リアルタイムに発信できたと評価する。 

上記のとおり、事業部対策本部は、情報共有ツールを使用してＥＲＣ対応ブースおよび

事業部連絡要員（ＥＲＣ対応者）に対して、適宜状況報告ができたことから、目標は達成

できたと評価する。 

（２）「事業部支援・協力」 

達成目標：事業部対策本部は、全社、他事業部への協力要請または応援対応を実施できること 

検証項目：①全社に対して必要に応じて協力要請できること 

②他事業部から応援要請があった場合、必要に応じて資機材貸与などの協力ができる

こと 

評  価：①「７．２（５）ｅ．全社対策本部等との連携訓練」に示すとおり、事故収束対応の状況

を踏まえ、建屋放水用の水の確保について協力要請できたと評価する。 

②「７．２（５）ｅ．全社対策本部等との連携訓練」に示すとおり、全社対策本部からの

応援要請（再処理事業部からの汚染者搬送車両および救護班要員の派遣）に応じて、汚

染者搬送車両の貸与および救護班要員を派遣できたと評価する。 

上記のとおり、事業部対策本部は、全社への協力要請および他事業部からの応援要請が

できたことから、目標は達成できたと評価する。 
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（３）「訓練課題への対応」 

達成目標：２０１９年度総合訓練において抽出した課題に対する改善策が有効に機能し、改善が図

られること 

検証項目：２０１９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策が有効に機能している

こと 

評  価：２０１９年度総合訓練において抽出した課題については、「８．前回訓練時の要改善事項へ

の取り組み 事業部対策本部」に示すとおり、１件について継続して検討する課題があった

が、その他の改善策は有効に機能していると評価する。 

上記のとおり、継続して検討を進める点はあるものの、前回までの訓練課題に対する改

善策が有効に機能し、課題の改善が図られているため、目標は概ね達成できたと評価する。 

 
【全社対策本部】 
（４）「即応センターとＥＲＣとの情報共有、通報・連絡」 

達成目標：即応センターは、複数施設同時発災下において、事業部対策本部からの情報を整理し、Ｅ

ＲＣプラント班との情報共有、通報・連絡ができること 
検証項目：①事業部対策本部からの事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略などの情報

について、情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツールを用いて入

手できること 
②事業部対策本部から入手した情報を整理し、ＥＲＣプラント班へ情報提供できること 

③ＥＲＣプラント班への説明にあたっては、系統図やＣＯＰ、ＥＲＣ備付け資料等を活用

していること 
④１０条確認および１５条認定会議において、ＥＡＬ判断根拠、発生事象･進展予測･事故

収束対応の説明を適切にできること 

評  価：①「７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練」に示すとおり、事業部対策

本部からの事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略などの情報について、

情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツールを用いて入手できたと

評価する。 
②「７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練」に示すとおり、事業部対策

本部から入手した情報については、ＥＲＣプラン班へ情報提供することはできたが、提

供する情報を整理することができておらず、情報の優先度を考慮して、簡潔かつポイン

トをついた説明をすることができなかったため、課題として抽出する。 

[１０．№１ 情報共有のための情報フローに関する改善 参照] 

[１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共有方法に関する改善 参照] 

③「７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練」に示すとおり、ＥＲＣプラ

ント班への説明にあたって、ＣＯＰ、ＥＲＣ備付け資料等を十分に活用できていなかっ

たため、課題として抽出する。 

[１０．№３ 情報共有ツールの活用に関する改善 参照] 

④「７．３（１）ａ．即応センター運営（ＥＲＣ対応）訓練」に示すとおり、１５条認定

会議においては、ＥＲＣプラント班からの会議招集に対して速やかに対応し、ＥＡＬ判

断根拠、発生事象の説明をすることはできたが、進展予測、事故収束対応の説明が会議
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後になったため、課題として抽出する。 

[１０．№２ ＥＲＣプラント班との情報共有方法に関する改善 参照] 

上記のとおり、即応センターは、事業部対策本部からの事故・プラントの状況、進展予

測、事故収束対応戦略などの情報について、情報共有ツールを用いて入手して説明できた

ものの、ＥＲＣプラント班への情報提供、ＣＯＰ、ＥＲＣ備付け資料等の活用に関して問

題があったため、これらについて改善点として抽出する。 

（５）「事業部・全社の連携強化」 
達成目標：複数施設同時発災下において、事業部対策本部からの情報を全社対策本部内および他事業

部対策本部と共有し、事業部対策本部からの支援要請に対して必要な支援ができること 
検証項目: ①事業部対策本部からの事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略などの情報

について、情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツールを用いて入

手できること 
②事業部対策本部から入手した情報について、全社ＣＯＰなどを用い、全社対策本部内お

よび他事業部対策本部と共有できること 
③事業部対策本部から資機材などの支援要請に対し、優先順位や融通先を決定し、支援が

できること 
評  価：①「７．１（２）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、事業部対策本部からの情報につ

いて、情報共有ツールを用いて入手できたと評価する。 
②「７．１（２）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、事業部対策本部から入手した情

報について、全社ＣＯＰなどを用い、全社対策本部内および他事業部対策本部と共有で

きたと評価する。 
③「７．１（２）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、再処理事業部からの支援要請に

対して、優先順位や融通先を決定し、再処理事業部への資機材の貸与および要員派遣を

実施することができたと評価する。 

上記のとおり、全社対策本部は、事業部対策本部からの情報入手および情報共有ならび

に再処理事業部からの支援要請に対する必要な支援を実施することができたことから、目

標は達成できたと評価する。 

（６）「訓練時の課題に対する対応」 
達成目標：２０１９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策が有効に機能し、改善が

図られること 
検証項目：２０１９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策が有効に機能しているこ

と 
評  価：「８．（２）前回訓練時の要改善事項への取り組み 全社対策本部」に示すとおり、前回ま

での訓練課題について、概ね改善策は有効に機能していると評価する。 

上記のとおり、前回までの訓練課題に対する改善策が有効に機能し、課題の改善が図ら

れているため、目標は概ね達成できたと評価する。 

ただし、新たに抽出した課題があるため、引き続き対応を図る。 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において、抽出した主な改善点は以下のとおりである。 

 

No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
１ 情報共有のための情報フローに関する改善 

【問題】 
①情報共有のための情報フローは作成したが、

即応センター要員は情報フローのとおりに

役割が果たせていなかった。 
 
【課題】 
①即応センター要員の役割を明確にすべき。 
 
【原因】 
①—1 ＥＲＣ対応者の役割の重複（不明確な点）

があった。 
①-2 役割分担表上の役割を認識して（させ

て）いなかった。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対策】 

①-1 ＥＲＣ対応者の役割分担を見直し、重複

を解消する。また、それをマニュアル（情

報フロー）に反映する。 

①-2 即応センター要員に対して、教育・訓練

を繰り返し実施することで各役割分担の

認識を共有するとともに、習熟を図る。 
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No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
２ ＥＲＣプラント班との情報共有方法に関する

改善 

【問題】 

① 即応センターは、簡潔かつポイントをつい

て、事故・プラント状況、進展予測、事故

収束対応戦略等について、ＥＲＣプラント

班に説明することができなかった。また、

上記説明時や１５条認定会議で積極的な情

報提供も不足していた。 

② 即応センターは、重要度に応じて施設全体

を俯瞰した説明をすることができなかっ

た。 

 

【課題】 

① 適正なＥＲＣ対応者の人選、ＥＲＣ対応者

の習熟を図るべき。 

② 情報発信の優先度を定めるべき。 

 

【原因】 

①ＥＲＣ対応者としての適任者の人選および

的確な説明・質問対応を目指した育成ができ

ていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＥＲＣ対応者が説明中に手渡された他の情

報の重要度を瞬時に判断していくことには

無理があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①-1 短期的な取組みとして、以下の対策を行

う。 

・ＥＲＣ対応者に必要な力量を具体的に定

めるとともに、適任者を人選し、育成す

る。 

・想定される事象毎に、どのツール（ＣＯ

Ｐ、ＥＲＣ備付け資料）を用いて、何を

説明するかを明確化し、訓練による習熟

を図る。 

①-2 中長期的な取組みとして、以下の対策を

行う。 

・ＥＲＣ対応者に必要な力量をマニュアル

に具体的に定め、必要な力量に達するた

めの教育・訓練を実施する。 

②-1 情報の種類毎に情報発信の優先度を定め

る。相対的に優先度の低い情報は、リエ

ゾン経由で提供することとする。 

②-2 ＥＲＣ対応者とは別に新たにＥＲＣ対応

統括者を選任し、情報の重要度を判断す

る役割を与える。また、施設ごとのＥＲ

Ｃ対応者と対応補助者を増員し、情報を

整理する余裕を確保する。 

②-3 ＥＲＣ対応補助者が情報を整理（ＣＯＰ、 

ＥＲＣ備付け資料にマーカー等）してＥ

ＲＣ対応者へ渡すことについて、教育お

よび訓練の中で認識の共有と習熟を図

る。 
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No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
３ 情報共有ツールの活用に関する改善 

【問題】 

①即応センターは、初動情報および緊急情報

（ＥＡＬ判断等）の情報提供において、手書

きメモを用いた断片的説明があった。 

 

【課題】 

① 初動情報および緊急情報の情報提供におけ

る情報共有ツールの活用方法を明確にすべ

き。 

 

【原因】 

① 即応性を優先し、初動情報および緊急情報

はメモ書きで説明するべきと考えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①-1 該当する情報がＣＯＰに反映される前の

初動情報および緊急情報は、手書きメモ

による説明の他、ＣＯＰ、ＥＲＣ備付け

資料などを活用（重要事項や説明箇所を

手書き、マーキング等）した情報共有に

努めることとし、マニュアルに反映する。 

①-2 教育訓練においてＣＯＰおよびＥＲＣ備

付け資料の活用の習熟を図る。 

 

 

以 上 



 1 

別紙２ 

防災訓練の結果の概要（個別訓練） 

 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「濃縮･埋設事業所 濃縮事業部 原子力事業者防災業務計画」に基づき実施する個別訓

練であり、訓練を繰り返し行うことにより、手順書等の適用性や個々の知識・対応能力の習熟を目的

としている。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

２０１９年１１月２６日（火）～２０２０年１１月３０日（月） 

（２）対象施設 

加工施設  

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に実施責任者を設け、実施担当者が訓練を実施した。 

（２）評価体制 

定められた手順書等に基づき、各班の対策活動が適切に実施できるかを実施責任者が評価した。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

なお、実施責任者は訓練評価を行うため、参加人数には含めない。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【濃縮事業部対策本部】 

（１）通報訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、通報連絡が必要となる

状況を想定した。 

（２）救護訓練 

加工施設内にいる作業員等が、放射性物質により汚染または地震等により作業員等が負傷し、

救護が必要となる状況を想定した。 

（３）モニタリング訓練 

放射性物質放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度上昇の可能性があり、モニタ

リング等が必要となる状況を想定した。 
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（４）避難誘導訓練 

加工施設内にいる作業員等の退避が必要となる状況を想定した。 

（５）その他必要と認める訓練 

ａ．運転管理訓練 

放射性物質が建屋内外等に放出される可能性があり、プラント停止等が必要となる状況を想

定した。 

ｂ．放水訓練 

放射性物質が建屋内外等に放出される可能性があり、建屋に放水等が必要となる状況を想定

した。 

ｃ．設備応急訓練 

建屋、設備および機器の破損個所から放射性物質が放出され、損傷箇所の応急措置が必要と

なる状況を想定した。 

ｄ．消火訓練 

建屋内外において火災が発生し、化学消防車等による消火活動が必要となる状況を想定した。 

ｅ．ＥＲＣ対応訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、ＥＲＣ対応が必要と

なる状況を想定した。 

 

【全社対策本部】 

（１）その他必要と認める訓練 

ａ．原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

原災法第１０条事象が発生し、原子力事業所災害対策支援拠点施設（以下、「支援拠点」とい

う。）への要員派遣および支援拠点の設営等が必要となる状況を想定した。 

ｂ．全社対策本部運営訓練 

     警戒事態該当事象が発生し、原子力災害対策本部の設置および事業部対策本部との情報共有

等が必要となる状況を想定した。 

ｃ．即応センター運営訓練 

   警戒事態該当事象が発生し、ＥＲＣ対応が必要となる状況を想定した。 

ｄ．オフサイトセンター設営訓練 

 原災法第１０条事象が発生し、オフサイトセンターへの要員派遣および派遣要員による初動

対応等が必要となる状況を想定した。 

 

５．防災訓練の項目 

個別訓練 

 

６．訓練結果の概要（添付資料参照） 

各個別訓練の結果の概要は「添付資料」に記載のとおり。 
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７．訓練の評価 

各個別訓練の評価結果は「添付資料」に記載のとおり。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各個別訓練における改善点および今後に向けた改善点は「添付資料」に記載のとおり。 

 

〈添付資料〉 

個別訓練の概要 

以 上 



 

添付資料（１／７） 

個別訓練の概要 

【濃縮事業部対策本部】 

 １．通報訓練（実施回数：１３回、参加人数：延べ６９名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・ＥＡＬ判断基準に基づく通報区分、通報様

式および通報連絡先の確認を実施 

・ＥＡＬ該当事象の発生等を想定した通報連

絡および着信確認（資機材操作含む。）を

実施 

①本部事務局班長 

②本部事務局員 

良 通報文作成を３名体制（通報文

作成：２名、デヂエ・ＣＯＰ確

認：１名）に変更し、通報文作

成等に要する時間の短縮を図っ

た。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 
２．救護訓練（実施回数：５回、参加人数：延べ４９名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・負傷者の発生を想定し、負傷者の引渡し、

負傷者の情報伝達方法の確認、治療のため

に保健管理建屋までの搬送、外部機関への

連絡対応を実施 

①救護班長 

②救護班員 

良 看護師の同行が必要な負傷者が

発生した場合の連絡手段の改善

を図った。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・負傷者を公設消防および救護班へ引渡す 

までの汚染者の身体サーベイ、除染、汚染

拡大防止、除染機材の取扱い（防護服装備

の着装訓練含む。）を実施 

・フッ化水素暴露者（複数発生時含む。）へ

の対処および汚染拡大防止を実施 

・チェンジングルーム等の迅速な資機材移 

動および設営を実施 

①放射線管理班長 

②放射線管理班員 

良 チェンジングルーム設営前に、

床部材と上部部材のマジックテ

ープの設置面が外れていないか

等の確認項目を設けることによ

り、資機材設営の改善を図った。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 
 
 
 



 

添付資料（２／７） 
 
３．モニタリング訓練（実施回数：６回、参加人数：延べ５４名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・サーベイメータによる線量当量率および 

表面汚染密度測定、可搬式ダストサンプラ

によるダスト測定等を実施 

・重大事故に至るおそれがある事故を想定

し、モニタリングポスト／気象観測データ

監視システムの監視および建屋周辺のフ

ッ化水素濃度測定対応を実施 

・モニタリングカーによる環境放射線のモニ

タリングおよび大気浮遊じんのサンプリ

ング・測定を実施 

①放射線管理班長 

②放射線管理班員 

良 必要となる資機材一式をあらか

じめ運搬台車等に収納し、資機

材準備時間の改善を図った。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 
４．避難誘導訓練（実施回数：３５回、参加人数：延べ３８０名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・通常使用する避難経路の確認および通行 

不可を想定し、行方不明者の捜索・救助方

法を含めた避難誘導等を実施 

・現場活動の情報収集、携帯用装備台帳の 

操作確認および現場救助用資機材などの

着装を実施 

①総務班長 

②総務班員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・重大事故に至るおそれがある事故等を想 

定し、中央制御室からページング装置を使

用した現場作業員への避難誘導を実施 

①運転管理班長 

②運転管理班員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・管理区域の出入管理（外部電源喪失時等含

む。）、管理区域内の避難者状況の確認およ

び非常扉等からの退出者の措置対応を実

施 

①放射線管理班長 

②放射線管理班員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 



 

添付資料（３／７） 

 

５．その他必要と認める訓練 

（１）運転管理訓練（実施回数：４３回、参加人数：延べ３３６名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・重大事故に至るおそれがある事故等を想 

定し、中央制御室および現場における異常

時対処を実施 

・ＣＯＰおよびデヂエ入力の実施 

①運転管理班長 

②運転管理班員 

良 現場からの情報を速やかに事業

部対策本部内に共有するため、

中央制御室とのホットラインの

２系統化およびＣＯＰ入力方法

の改善を図った。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（２）放水訓練（実施回数：８回、参加人数：延べ７１名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・重大事故に至るおそれがある事故等を想 

定し、化学消防車および屋外消火栓を使用

した実放水を実施 

・排気口からのＵＦ６漏えいを想定し、化学

消防車および防火水槽を使用した実放水

を実施 

①消火班長 

②消火班員 

良 ・厳暑期および厳冬期の環境下

での現場活動時間の管理方

法について改善を図った。 

・簡易化学防護服の着装状況や

消防車の車輪止め等の基本

動作の改善を図った。 

・放水時の防火水槽開口部への

落下防止対策を講じた。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

添付資料（４／７） 

 

（３）設備応急訓練（実施回数：３５回、参加人数：延べ３７９名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・屋内外へＵＦ６が漏えいした場合を想定

し、防護具装着および重大事故用資機材に

よる応急復旧活動を実施 

①設備応急班長 

②設備応急班員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（４）消火訓練（実施回数：２６回、参加人数：延べ１７５名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・空気呼吸器の装着および化学消防車の操 

作による実放水を実施 

・可搬式消火ポンプおよび屋外消火栓を用 

いた実放水を実施 

①消火班長 

②消火班員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・空気呼吸器の装着および消火活動に使用 

する資機材の使用方法の確認を実施 

①運転管理班長 

②運転管理班員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（５）ＥＲＣ対応訓練（実施回数：４回、参加人数：延べ７２名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・ＥＲＣ対応および他社事例等の確認を実施 

・事業部対策本部からＥＲＣ対応ブース（即 

応センター）への移動時の情報共有方法の

確認を実施 

・ＥＲＣプラント班（社内模擬）を設置して、 

対応機器や資機材によるＥＲＣプラント

班に対する情報提供に関する対応を実施 

①本部事務局班長 

②本部事務局員、ＥＲＣ対応者 

良 ・ＥＡＬ該当事象発生時の対応

について改善を図った。 

・１０条確認会議および１５条

認定会議での発話方法の改

善を図った。 

・通信機器の異常発生時の対応

について改善を図った。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

※本部事務局（訓練事務局）が訓練実施主体として実施した。 

 



 

添付資料（５／７） 

 

【全社対策本部】 

１．その他必要と認める訓練 

（１）全社対策本部運営訓練（実施回数：７回、参加人数：延べ３９１名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・全社対策本部内および事業部対策本部と 

の情報共有ならびに事業部対策本部への

支援を実施 

・オフサイトセンター派遣要員の体制、役 

割およびオフサイトセンターにおける情

報収集、全社対策本部との情報共有を実施 

・プレス文の確認、提出および模擬記者会 

見を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員 

良 ２０１９年度総合訓練での模

擬記者会見に係る課題検証と

して以下の改善を図った。 

・記者会見対応時の発話の心得 

に関するガイドを作成した。 

・記者会見対応時の体制、役割、

準備資料等について手順を

定めた。 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練（実施回数：４回、参加人数：延べ５９名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・除染テントの設営、可搬式発電機の設置 

操作および除染用高圧洗浄機の設置操作

訓練を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員 

良 特になし 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

添付資料（６／７） 

 

（３）即応センター運営訓練（実施回数：７回、参加人数：延べ７４名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・ＥＲＣ対応に関する基本動作および情報 

フローに基づく事故・プラント状況、進展

予測、事故収束対応戦略等の情報収集を実

施 

・社内模擬ＥＲＣプラント班を設置して、 

ＥＲＣ備付け資料および図表類を活用し

た、ＥＲＣプラント班に対する情報共有を

実施 

・事業部対策本部から入手した事故・プラン

ト状況等について、１０条確認会議および

１５条認定会議において、ＥＲＣプラント

班に対する情報共有を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員、ＥＲＣ対

応要員 

良 ２０１９年度総合訓練での即

応センター運営に係る課題検

証として以下の改善を図った。 

・ＥＲＣ対応活動場所を事務本

館へ変更した(インターネッ

ト ＴＶ会議から統合原子

力防災ネットワークへ変更) 

・模擬ＥＲＣプラント班へ事故・プラン

ト状況、進展予測、事故収束戦略等に

ついて、情報に不足なく、タイムリー

に情報提供出来ていないことが課題と

して抽出されたため、今後、改善策を

構築し次回の訓練までに検証する。 

・模擬ＥＲＣプラント班からＣＯＰの提

出と、ＣＯＰ等を用いて事故状況、戦

略等を説明するよう要求されたが、即

応出来ていない事が課題として抽出さ

れたため、今後、改善策を構築し次回

の訓練までに検証する。 

・模擬ＥＲＣプラント班との情報共有に

おいて、ＥＲＣ備付け資料を活用でき

ていない事が課題として抽出されたた

め、今後、改善策を構築し次回の訓練

までに検証する。 

・今後も継続して訓練を行い、習熟を図

る。 



 

添付資料（７／７） 

 
（４）オフサイトセンター設営訓練（実施回数：３回、参加人数：延べ４０名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・オフサイトセンター派遣要員の体制、役割

の確認および当該センターに配備されて

いる設備および機器の立上げ操作方法の

確認を実施 

・オフサイトセンターへの要員参集、情報共

有データベースによる情報入手(プラント

状況、事故の進展予測など)、情報入力お

よび全社対策本部への連絡訓練を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員、オフサイ

トセンター派遣要員 

良 特になし ・発災時に必要なオフサイトセンター派

遣要員数を構築しマニュアル等に反映

する。 

・オフサイトセンター派遣要員の参集方

法や移動手段を構築しマニュアル等に

反映する。 

・今後も継続して訓練を行い、習熟を図

る。 
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